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第１章  総 則 

 

第１条（名称）本クラブは『西部ピンポンクラブ』と称する。 

 

第２条（目的）埼玉県北本市、西部公民館体育室を主たる練習場として、会員相互の卓球

技術の向上及び親睦を図る事を目的とする。 

 

第３条（改訂）本規約は正会員３分の２以上の賛同により改訂できる。 

 

第２章  会 員 

 

第４条（資格）正会員は西部ピンポンクラブの目的に賛同し、会長の承認を受けた者とす

る。また不定期参加者は準会員（ビジター会員）として参加できる。 

 

第５条（義務）正会員は定められた年会費を支払うものとする。 

 

第６条（退会）会員は、会長に届ける事により退会することができる。 

 

第７条（除名）本会の名誉を著しく傷つけた者及び会長が会員として不適当と認めたもの

は正会員の３分の２以上の賛同により除名する。 

 

第３章  役 員 

 

第８条（役員の構成）本会は会員の中から選ばれた次の役員を置く。 

    １．会長 ２．会計幹事 ３．専門部会長 

 

第９条（会長）会長１名とし、立候補または推薦を受けた正会員の中から過半数の賛同で

選定される。 

 

第１０条（会計幹事）会計幹事は会員の中から会長が指名した者とする。 

 

第１１条（専門部会長）専門部会長は会員の中から会長が指名した者とする。 

 

第１２条（役員の任期）役員の任期は原則２年間とする。 

 

第４章  会 計・会 費 

 

第１３条（会計年度）４月１日に始まり同年３月３１日に終わる。 

 



第１４条（会計監査）会計は会長により指名された監査役によって監査され、新年度    

に発表し会員の承認を得る。 

 

第１５条（会費）本会の会費として、年会費を徴収する。 

 

１．年会費は別紙に定められた金額とする。 

２．会費の主な用途は公民館使用料、北本市卓球連盟加盟金、用具費（ボール等）・

通信費・手数料とする。 

３．会費の金額は正会員の過半数の承認により改訂できる。 

 

第５章  専 門 部 会 

 

第１８条（専門部会）本会の目的を全うする為、次の専門部会を設置し活動する。 

 

   １．スポーツ保険部会  ２．広報部会 

 

第６章  慶 弔 規 定 

 

第１９条（慶弔規定）慶弔規定は次のとおりする。原則として、当規定は届出制と    

する。 

    １．結婚－祝電 

 ２．死亡－弔電（弔電の対象は会員・配偶者・父・母・子とする。） 

 

    （ 附 則 ） 

 

第１条  この規則は、２００９年１１月１日より施行する。 

 

 

別紙 

 

正会員会費は、１ヶ月あたり５００円とする。 

但し、新規参加の会員は参加開始月の翌月から、会費を月額で支払うものとする。 

準会員（ビジター会員）は、一回参加あたり１００円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成  年  月  日 

 

加入申込書 

 

西部ピンポンクラブ 殿 

 私は、西部ピンポンクラブに加入申し込みをいたします。 

 

 

ふ り が な  

氏  名 
 

住 所 
〒  

電 話 
 

E - m a i l 
 


